
昭
和
六
十
年
人
事
院
規
則
九―

四
三

人
事
院
規
則
九―

四
三
（
休
日
給
）

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九―

四
三
（
休
日
給
の
支
給
さ
れ
る
日
）
の
全
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
休
日
給
の
支
給
さ
れ
る
日
）

第
一
条
　
給
与
法
第
十
七
条
前
段
（
育
児
休
業
法
第
十
六
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日

は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
に
当
た
る
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
の
直
後
の
勤
務
日
等
（
勤
務
時
間
法
第
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
（
当
該
勤
務
日
等
が
給
与
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す

る
超
勤
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
日
又
は
次
条
の
人
事
院
が
指
定
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
休
日
等
の
直
後
の
勤
務
日
等
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振

り
の
事
情
に
よ
り
、
各
庁
の
長
が
他
の
日
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
日
と
す
る
。

第
二
条
　
給
与
法
第
十
七
条
後
段
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
は
、
国
の
行
事
の
行
わ
れ
る
日
で
人
事
院
が
指
定
す
る
日
と
す
る
。

（
休
日
給
の
支
給
割
合
）

第
三
条
　
給
与
法
第
十
七
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
百
三
十
五
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
八
日
人
事
院
規
則
一―

一
一
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
二
一
日
人
事
院
規
則
一
四―

一
三
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
二
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

一
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
九―

四
三
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４
　
改
正
法
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が
行
わ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九―

四
三
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
が
行
わ
れ
る
間
は
、
同
条
中
「
給
与
法
附
則
第

十
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
九
号
）
附
則
第
九
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一―

一
五
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
月
四
日
人
事
院
規
則
九―

四
三―

二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

四
八
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

四
三―

三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


